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一
．
経
歴

　

高
見
進
教
授
は
、
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
、
北
海
道
大
学

大
学
院
法
学
研
究
科
の
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
。

　

高
見
教
授
は
昭
和
四
六
年
に
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
さ
れ
、
東
京
大

学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程
に
進
学
さ
れ
、
昭
和
四
七
年
に

司
法
試
験
に
合
格
さ
れ
た
後
、
昭
和
四
八
年
四
月
に
東
京
大
学
法
学
部
助

手
に
採
用
さ
れ
、
昭
和
五
〇
年
四
月
に
北
海
道
大
学
法
学
部
に
助
教
授
と

し
て
赴
任
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
六
〇
年
七
月
に
は
北
海
道
大
学
法
学

部
教
授
に
昇
任
さ
れ
、
平
成
一
二
年
四
月
に
は
北
海
道
大
学
の
組
織
替
え

に
伴
い
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
と
な
ら
れ
た
。
ま
た
、
平

成
一
六
年
四
月
の
法
科
大
学
院
制
度
発
足
に
伴
い
、
法
学
研
究
科
法
律
実

務
専
攻
（
法
科
大
学
院
）
の
専
任
教
員
を
兼
ね
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
北
海
道
大
学
法
学
部
・
法
学
研
究
科
お
よ
び
全
学
の
各
種
委

員
を
務
め
ら
れ
、
そ
の
運
営
に
力
を
尽
く
さ
れ
た
。
特
に
法
科
大
学
院
の

教
育
・
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
入
学
者
選
抜
の
方
法
や
学
生
指
導
の
面
で

ご
尽
力
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

法
学
部
の
教
育
で
は
、
民
事
訴
訟
法
Ⅰ
・
Ⅱ
の
講
義
お
よ
び
演
習
を
担

当
さ
れ
、
法
学
部
の
学
生
を
指
導
さ
れ
た
。
法
学
研
究
科
に
お
い
て
も
、

講
義
お
よ
び
演
習
を
担
当
さ
れ
、
研
究
者
の
育
成
や
社
会
人
に
対
す
る
高

度
専
門
教
育
に
力
を
注
が
れ
た
。
大
学
院
教
育
の
場
で
も
あ
る
民
事
法
研

究
会
で
は
、
大
学
院
生
の
指
導
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
僚
間
の
議
論
に
お
い

て
も
重
要
な
指
摘
を
さ
れ
、
学
問
水
準
の
向
上
に
寄
与
さ
れ
て
き
た
。

　

法
科
大
学
院
開
設
後
は
、法
学
未
修
者
を
対
象
と
す
る
民
事
訴
訟
法
Ⅰ
・

　
　
　

高
見
進
教
授
の
経
歴
と
業
績

町　

村　

泰　

貴



北法62（6・152）1468

Ⅱ
の
講
義
お
よ
び
法
学
既
修
者
等
を
対
象
と
す
る
民
事
法
事
例
問
題
研
究

Ⅳ
を
担
当
さ
れ
た
ほ
か
、
先
端
・
発
展
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
現
代
倒
産
・

執
行
法
Ａ
・
Ｂ
を
担
当
さ
れ
、
法
科
大
学
院
生
の
指
導
に
当
た
ら
れ
た
。

　

こ
の
他
、
法
学
部
・
法
学
研
究
科
の
学
生
指
導
の
一
環
と
し
て
、
フ
ッ

ト
サ
ル
な
ど
の
課
外
活
動
・
リ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
も
積
極
的
に
支
援
さ
れ
、

ま
た
教
員
の
間
で
も
テ
ニ
ス
を
始
め
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
に
積
極
的
に
関
わ

ら
れ
、
小
樽
商
科
大
学
や
北
海
学
園
大
学
、
裁
判
所
・
弁
護
士
会
な
ど
と

の
交
流
戦
に
も
参
加
さ
れ
て
き
た
。

　

学
会
活
動
で
は
、
日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
お
よ
び
日
本
私
法
学
会
、
日

米
法
学
会
に
所
属
さ
れ
、
日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
で
は
昭
和
六
二
年
の
研

究
大
会
に
お
い
て
「
証
拠
保
全
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
と
題
す
る
研

究
報
告
を
行
っ
た
。
ま
た
学
会
に
お
け
る
個
別
報
告
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

場
で
も
積
極
的
に
発
言
・
質
問
を
さ
れ
、
議
論
の
水
準
を
高
め
る
こ
と
に

寄
与
さ
れ
た
。
日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
の
運
営
面
で
も
、
昭
和
五
二
年
五

月
か
ら
昭
和
五
五
年
五
月
ま
で
、
昭
和
六
一
年
五
月
か
ら
平
成
元
年
五
月

ま
で
、
平
成
一
〇
年
五
月
か
ら
平
成
一
三
年
五
月
ま
で
、
そ
し
て
平
成
一

六
年
五
月
か
ら
平
成
二
二
年
五
月
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
を
務
め
ら
れ
、

同
学
会
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
た
。

　

学
外
で
も
、
札
幌
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
実
務
研
究
会
で
は
、
長

年
大
学
側
の
世
話
役
を
務
め
ら
れ
、
研
究
活
動
の
取
り
ま
と
め
役
を
務
め

ら
れ
た
。
近
時
の
倒
産
法
改
正
を
き
っ
か
け
と
し
て
同
じ
く
札
幌
地
方
裁

判
所
に
作
ら
れ
た
倒
産
法
研
究
会
に
つ
い
て
も
、
そ
の
創
設
時
か
ら
関
与

さ
れ
、
実
務
家
と
の
研
究
交
流
を
推
進
さ
れ
た
。

　

社
会
活
動
と
し
て
は
、
札
幌
簡
易
裁
判
所
の
調
停
委
員
お
よ
び
司
法
委

員
を
平
成
二
年
二
月
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
北

海
道
建
築
紛
争
審
査
会
特
別
委
員
（
平
成
一
〇
年
か
ら
平
成
一
六
年
）、

北
海
道
建
築
紛
争
審
査
会
委
員
（
平
成
一
六
年
か
ら
現
在
ま
で
）、
司
法

試
験
第
二
次
試
験
考
査
委
員
（
民
事
訴
訟
法
担
当
）（
平
成
一
一
年
か
ら

平
成
二
〇
年
ま
で
、
こ
の
う
ち
平
成
一
九
年
お
よ
び
二
〇
年
は
新
司
法
試

験
考
査
委
員
）、
札
幌
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
予
備
委
員
（
平
成
二
年
か

ら
平
成
四
年
ま
で
）、
札
幌
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
委
員
（
平
成
一
〇
年

か
ら
平
成
一
八
年
ま
で
）
札
幌
地
方
裁
判
所
裁
判
所
委
員
会
委
員
（
平
成

一
六
年
か
ら
平
成
一
九
年
ま
で
）、
財
団
法
人
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
に

お
け
る
法
科
大
学
院
認
証
評
価
事
業
評
価
員
（
平
成
一
七
年
か
ら
平
成
二

一
年
ま
で
）、
文
部
科
学
省
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
（
大
学
設
置

分
科
会
）
専
門
委
員
（
平
成
一
八
年
か
ら
平
成
二
〇
年
ま
で
）
を
歴
任
さ

れ
、
活
躍
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
ご
経
歴
の
中
、
研
究
業
績
も
膨
大
に
残
さ
れ
て
い
る
。
次
に

研
究
面
の
特
徴
を
記
す
。
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二
．
研
究
業
績

　

高
見
教
授
の
研
究
活
動
は
、
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
に

お
け
る
修
士
論
文
「
登
記
請
求
権
保
全
の
仮
処
分
の
効
力
」
に
始
ま
る
。

同
論
文
は
法
学
協
会
雑
誌
九
三
巻
九
号
お
よ
び
九
四
巻
三
号
に
掲
載
さ
れ

た
。

　

そ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
民
事
訴
訟
法
学
の
多
岐
に
渡
る
研
究
を

発
表
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
研
究
ス
タ
イ
ル
は
、
比
較
法
研
究
や
沿
革

に
遡
る
研
究
を
基
礎
と
し
な
が
ら
法
解
釈
論
を
展
開
さ
れ
る
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
ス
タ
イ
ル
の
も
の
が
多
い
が
、
証
拠
保
全
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
よ

う
に
、
実
証
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
の
研
究
も
行
わ
れ
る
。

　

そ
の
主
要
な
内
容
を
ま
と
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ

う
。

（
１
）
判
決
手
続

　

判
決
手
続
に
関
す
る
高
見
教
授
の
主
た
る
業
績
は
、
判
決
効
、
特
に
そ

の
実
効
性
や
主
観
的
範
囲
の
拡
張
を
論
じ
る
も
の
、
証
拠
保
全
や
推
定
に

関
す
る
証
拠
法
の
研
究
、
そ
し
て
同
時
審
判
申
出
訴
訟
に
関
す
る
一
連
の

研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

高
見
教
授
の
問
題
関
心
の
一
つ
は
、
民
事
訴
訟
を
通
じ
た
紛
争
解
決
の

実
効
性
や
広
が
り
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
時
系
列
的
に
は
次
に
取
り

上
げ
る
執
行
保
全
分
野
に
お
け
る
研
究
が
先
行
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
実

効
性
に
対
す
る
問
題
関
心
が
、
判
決
手
続
の
分
野
で
は
、
判
決
効
の
主
観

的
範
囲
に
つ
い
て
の
研
究
や
差
止
め
に
関
す
る
研
究
に
つ
な
が
っ
て
来
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
判
決
効
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
例
え
ば
法

人
格
な
き
団
体
が
当
事
者
と
な
っ
た
場
合
の
判
決
効
の
あ
り
方
や
、
相
殺

の
抗
弁
と
判
決
効
の
問
題
な
ど
に
研
究
を
広
げ
て
お
ら
れ
る
。

　

証
拠
法
分
野
で
は
、
昭
和
五
八
年
の
『
講
座
民
事
訴
訟
第
五
巻
』
に
書

か
れ
た
「
証
拠
保
全
の
機
能
」
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
母
法
た
る

ド
イ
ツ
法
の
沿
革
と
日
本
法
の
沿
革
を
踏
ま
え
た
上
で
、
札
幌
地
裁
本
庁

の
昭
和
四
五
年
か
ら
五
五
年
ま
で
の
一
〇
年
間
に
申
し
立
て
ら
れ
た
一
〇

六
件
を
調
査
さ
れ
、
証
拠
保
全
の
機
能
に
つ
い
て
実
証
的
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
診
療
録
が
三
一
件
と
比
較
多
数
を
占
め
る
が
、

必
ず
し
も
本
訴
提
起
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
な
ど
、
従
来
の
知
見
と
は

異
な
る
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
貴
重
な
調
査
結
果
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
証
拠
保
全
の
証
拠
開
示
機
能
の
あ
り
方

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
、
改
ざ
ん
の
お
そ
れ
を
保
全
事
由
と
す
る
証
拠
保
全

決
定
で
は
改
ざ
ん
の
お
そ
れ
が
具
体
的
に
疎
明
さ
れ
た
と
き
以
外
、
決
定

の
告
知
と
証
拠
調
べ
の
実
施
時
期
と
に
相
当
な
期
間
を
お
く
べ
き
こ
と



北法62（6・154）1470

を
、
実
務
運
用
に
な
ら
っ
て
提
言
さ
れ
、
逆
に
開
示
的
運
用
が
必
ず
し
も

不
当
な
結
果
を
招
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
研
究
が
、
そ
の
後
の
昭
和
六
一
年
度
民
事
訴
訟
法
学
会
大
会
に
お

け
る
学
会
報
告
「
証
拠
保
全
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
に
発
展
し
、
同

名
の
学
会
報
告
要
旨
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

証
拠
法
分
野
に
お
け
る
高
見
教
授
の
研
究
は
、
さ
ら
に
「
ア
メ
リ
カ
法

に
お
け
る
推
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
に
も
結
実
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

ア
メ
リ
カ
法
上
の
推
定
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
推
定

の
抵
触
」
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
法
の
取
り
扱
い
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
保
全
・
執
行

　

保
全
・
執
行
分
野
で
は
、
修
士
論
文
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
前
掲
論
文

に
引
き
続
き
、
ア
メ
リ
カ
法
の
研
究
も
含
め
、
保
全
処
分
の
流
用
の
可
能

性
を
論
じ
ら
れ
た
論
文
、
そ
し
て
新
民
事
訴
訟
法
の
制
定
に
際
し
て
仮
執

行
宣
言
と
執
行
停
止
に
つ
い
て
の
論
文
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
最
初
の
論
文
で
あ
る
「
登
記
請
求
権
保
全
の
仮
処
分
の
効
力
」
で

は
、
登
記
請
求
権
保
全
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
処
分
禁
止
の
仮
処
分
を
検

討
対
象
と
し
、
解
釈
上
争
い
が
あ
る
効
力
や
本
案
の
権
利
の
実
現
方
法
、

処
分
禁
止
の
仮
処
分
に
反
し
て
移
転
登
記
が
な
さ
れ
た
場
合
の
処
理
に
つ

い
て
の
問
題
意
識
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
を
比
較
研
究
の
対
象
と
し
、
プ
ロ
イ

セ
ン
法
に
も
遡
っ
て
学
説
判
例
を
丹
念
に
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

裁
判
に
よ
る
権
利
実
現
の
実
効
性
と
い
う
文
脈
に
広
げ
る
な
ら
ば
、
民

事
保
全
も
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
こ
ろ
、
高
見
教
授
の
「
保
全
処

分
の
『
流
用
』
の
可
否
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
と
題
す
る
論
文
で
は
、
保

全
処
分
が
な
さ
れ
た
後
の
被
保
全
権
利
の
変
更
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
さ

れ
、
訴
え
の
変
更
に
準
じ
て
従
前
の
被
保
全
権
利
と
請
求
の
基
礎
が
同
一

の
範
囲
内
に
あ
る
被
保
全
権
利
で
、
か
つ
保
全
処
分
当
時
に
既
に
発
生
し

て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
変
更
可
能
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

執
行
法
分
野
で
の
問
題
意
識
は
、
そ
の
後
の
高
見
教
授
の
業
績
に
も
現

れ
て
お
り
、
特
に
平
成
三
年
の
「
民
事
訴
訟
の
課
題
と
将
来
」
と
題
す
る

ジ
ュ
リ
ス
ト
特
集
号
で
は
、
給
付
判
決
の
実
効
性
確
保
に
つ
い
て
民
事
執

行
法
を
軸
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
強
制
執
行
過
程
で
尊
重
さ
れ

る
べ
き
諸
利
益
と
の
調
整
の
中
で
も
、
少
額
訴
訟
が
将
来
整
備
さ
れ
た
場

合
の
執
行
の
実
効
性
を
手
当
て
す
べ
き
こ
と
、
執
行
対
象
財
産
の
確
保
が

大
き
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
財
産
開
示
制
度
を
導
入
す
べ
き
こ
と

な
ど
、現
在
の
立
法
動
向
を
先
取
り
し
た
的
確
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

高
見
教
授
の
問
題
意
識
の
先
進
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
倒
産
と
担
保

　

高
見
教
授
の
倒
産
法
分
野
に
お
け
る
業
績
は
、
担
保
法
に
関
す
る
も
の
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が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
最
判
昭
和
六
一
年
四
月
一
一
日
民
集

四
〇
巻
三
号
五
八
四
頁
を
手
が
か
り
と
し
て
本
誌
に
書
か
れ
た
仮
登
記
担

保
法
に
関
す
る
論
文
、
質
権
の
直
接
取
立
て
と
執
行
行
為
の
否
認
と
の
関

係
を
論
じ
ら
れ
た
研
究
、
根
抵
当
や
根
保
証
の
倒
産
法
上
の
扱
い
を
取
り

上
げ
ら
れ
た
論
文
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

高
見
進
教
授
の
経
歴

【
学
歴
・
研
究
歴
】

昭
和
二
三
年
四
月　

兵
庫
県
伊
丹
に
生
ま
れ
る
。

昭
和
四
六
年
六
月　

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

昭
和
四
七
年　
　
　

司
法
試
験
合
格

昭
和
四
八
年
三
月　

�

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程

（
民
刑
事
法
専
攻
）
修
了

同
年
四
月　
　
　
　

東
京
大
学
法
学
部
助
手

昭
和
五
〇
年
四
月　

北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授

昭
和
五
二
年
五
月　

日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
理
事
（
昭
和
五
五
年
五
月
ま

で
）

昭
和
六
〇
年
七
月
一
六
日　

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授

昭
和
六
一
年
五
月　

日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
理
事（
平
成
元
年
五
月
ま
で
）

平
成
一
〇
年
五
月　

日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
理
事
（
平
成
一
三
年
五
月
ま

で
）

平
成
一
二
年
四
月　

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

平
成
一
六
年
四
月　

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
律
実
務
専
攻
専

任
教
員
兼
務

平
成
一
六
年
五
月　

日
本
民
事
訴
訟
法
学
会
理
事
（
平
成
二
二
年
五
月
ま

で
）

【
社
会
活
動
】

平
成　

二
年
二
月　

札
幌
簡
易
裁
判
所
調
停
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成　

二
年
二
月　

札
幌
簡
易
裁
判
所
司
法
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成　

二
年
六
月　

札
幌
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
予
備
委
員
（
平
成
四
年

五
月
ま
で
）

平
成
一
〇
年　
　
　

北
海
道
建
築
紛
争
審
査
会
特
別
委
員
（
平
成
一
六
年

一
月
ま
で
）

平
成
一
〇
年
四
月　

札
幌
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
委
員
（
平
成
一
八
年
五

月
ま
で
）

平
成
一
一
年　
　
　

司
法
試
験
第
二
次
試
験
考
査
委
員
（
民
事
訴
訟
法
担

当
）（
平
成
二
〇
年
ま
で
。
平
成
一
九
年
、
二
〇
年

は
新
司
法
試
験
考
査
委
員
）
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平
成
一
六
年
一
月　

北
海
道
建
築
紛
争
審
査
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成
一
六
年　
　
　

札
幌
地
方
裁
判
所
裁
判
所
委
員
会
委
員
（
平
成
一
九

年
ま
で
）

平
成
一
七
年
六
月　

�（
財
）
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
法
科
大
学
院
認
証
評

価
事
業
に
お
け
る
評
価
員
（
平
成
二
一
年
ま
で
）

平
成
一
八
年　
　
　

文
部
科
学
省
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
（
大
学

設
置
分
科
会
）
専
門
委
員
（
平
成
二
〇
年
ま
で
）

　

高
見
進
教
授
の
業
績

【
編
著
書
】

二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年

『
新
堂
幸
司
先
生
古
稀
祝
賀
・
民
事
訴
訟
法
理
論
の
新
た
な
構
築
（
上
・

下
）』（
青
山
善
充
、
伊
藤
眞
、
高
橋
宏
志
、
高
田
裕
成
、
長
谷
部
由
起
子

の
各
氏
と
の
共
編
）
有
斐
閣

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年

『
民
事
法
２
・
担
保
物
権
・
債
権
総
論
』（
瀬
川
信
久
、
加
藤
幸
雄
各
氏

と
の
共
編
）

【
学
術
論
文
】

一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年

「
登
記
請
求
権
保
全
の
仮
処
分
の
効
力
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
九
三
巻

九
号

一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年

「
登
記
請
求
権
保
全
の
仮
処
分
の
効
力
（
二
）」
法
学
協
会
雑
誌
九
四
巻

三
号

一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年

「
訴
訟
承
継
主
義
の
限
界
」『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

／
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
５
）』

一
九
八
〇
（
昭
和
五
五
）
年

「
訴
訟
代
理
人
の
補
助
者
の
過
失
と
上
訴
の
追
完
」『
小
室
直
人
・
小
山

昇
先
生
還
暦
記
念
・
裁
判
と
上
訴
（
上
）』
有
斐
閣

「
主
債
務
者
勝
訴
判
決
の
保
証
人
に
対
す
る
効
力
〈
争
点
の
現
況
〉」

Law
 School　

二
五
号



高見進教授の経歴と業績

北法62（6・157）1473

一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年

「
判
決
効
の
承
継
人
に
対
す
る
拡
張
―
建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
訴
訟
の

場
合
―
」
北
大
法
学
論
集
三
一
巻
三
・
四
号
上

一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年

「
証
拠
保
全
の
機
能
」『
講
座
民
事
訴
訟　

第
五
巻
』
弘
文
堂

一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年

「
証
拠
保
全
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
民
事
訴
訟
雑
誌
三
三
号

一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年

「
保
全
処
分
の
『
流
用
』
の
可
否
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
保
全
処
分
後
に

新
た
な
被
保
全
権
利
が
生
じ
た
場
合
を
中
心
に
」『
竜
嵜
喜
助
先
生
還
暦

記
念
・
紛
争
処
理
と
正
義
』
信
山
社
出
版

「
仮
登
記
担
保
法
に
お
け
る
通
知
の
意
義
―
最
二
小
判
昭
六
一
年
四
月
一

一
日
民
集
四
〇
巻
三
号
五
八
四
頁
を
手
掛
り
に
―
」
北
大
法
学
論
集
三
八

巻
五
・
六
号
下

「
証
拠
保
全
制
度
の
機
能
」『
民
事
訴
訟
法
の
争
点　

新
版
（
ジ
ュ
リ
ス

ト
増
刊
／
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
５
）』

一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年

「
不
服
申
立
て
全
体
の
相
互
関
係
・
審
級
関
係
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

九
六
九
号

「
地
裁
審
理
に
判
事
補
の
参
与
を
認
め
る
規
則
制
定
（
一
九
七
二
）」
法

学
教
室
一
二
一
号

一
九
九
一
（
平
成
三
）
年

「
第
四
五
、
四
六
、
五
八
条
の
注
釈
」『
注
釈
民
事
訴
訟
法　

第
一
巻
』

有
斐
閣

「
判
決
の
実
効
性
確
保
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
一
号

「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
推
定
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
三
ケ
月
章
先
生

古
稀
祝
賀
・
民
事
手
続
法
学
の
革
新
（
中
）』
有
斐
閣

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年

「
民
事
訴
訟
法
改
正
の
ゆ
く
え
―
国
民
に
利
用
し
や
す
く
、
分
か
り
や
す
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い
民
事
訴
訟
を
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
五
二
号

一
九
九
三
（
平
成
五
）
年

「
訴
え
提
起
の
柔
軟
化
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
八
号

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年

「
破
産
財
団
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
整
理
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
三
〇
号
臨

時
増
刊

「
根
抵
当
権
及
び
根
保
証
契
約
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
三
〇
号
臨
時
増
刊

一
九
九
六
（
平
成
八
）
年

「
同
時
審
判
の
申
出
が
あ
る
共
同
訴
訟
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
八
号

一
九
九
七
（
平
成
九
）
年

「
推
定
則
を
判
示
す
る
破
棄
判
決
の
拘
束
力
に
つ
い
て
―
小
樽
種
痘
禍
損

害
賠
償
請
求
事
件
を
手
掛
り
に
」
民
事
訴
訟
雑
誌
四
三
号

「
第
二
三
四

－

二
四
二
条
の
注
釈
」『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
新
民
事

訴
訟
法
２
』
日
本
評
論
社

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年

「
当
事
者
能
力
・
適
格
」
月
刊
法
学
教
室
二
〇
八
号

「
第
三
七
二

－

三
七
六
条
の
注
釈
」『
注
釈
民
事
訴
訟
法　

第
八
巻
』
有

斐
閣

「
仮
執
行
宣
言
と
執
行
停
止
」『
講
座　

新
民
事
訴
訟
法
３
』
弘
文
堂

「
法
人
で
な
い
団
体
の
当
事
者
能
力
」『
民
事
訴
訟
法
の
争
点　

第
三
版

（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
／
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
５
）』

一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年

「
法
人
格
の
な
い
団
体
の
訴
訟
と
判
決
の
効
力
：
団
体
の
性
格
を
考
慮
す

る
視
点
か
ら
」『
私
法
学
の
再
構
築
（
北
大
法
学
部
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
２
）』

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

「
質
権
の
直
接
取
立
て
と
執
行
行
為
の
否
認
」『
倒
産
手
続
と
担
保
権
・

否
認
権
・
相
殺
権
の
諸
問
題
』
増
刊
金
融
・
商
事
判
例
増
刊
一
〇
六
〇
号　

経
済
法
令
研
究
会
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二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年

「
同
時
審
判
の
申
出
が
あ
る
共
同
訴
訟
の
取
扱
い
」『
新
堂
幸
司
先
生
古

稀
祝
賀
・
民
事
訴
訟
法
理
論
の
新
た
な
構
築
（
上
）』
有
斐
閣

「
流
動
化
・
証
券
化
の
法
律
問
題
（
２
）
倒
産
法
」（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

資
産
流
動
化
・
証
券
化
の
実
態
と
法
理
）
金
融
法
研
究　

資
料
編
一
七
号

二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年

「
流
動
化
・
証
券
化
の
法
律
問
題
（
２
）
倒
産
法
」（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

資
産
流
動
化
・
証
券
化
の
実
態
と
法
理
）
金
融
法
研
究
一
八
号

「
倒
産
処
理
に
お
け
る
再
建
型
手
続
き
の
展
開
に
つ
い
て
の
日
米
比
較
―

金
融
の
あ
り
方
の
視
点
か
ら
」
調
査
季
報
六
一
号

「
訴
訟
継
承
と
同
時
審
判
」
民
事
訴
訟
雑
誌
四
八
号

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年

「
第
五
四
条
の
注
釈
」『
条
解
民
事
再
生
法
』
弘
文
堂

「
第
二
三
四

－

二
四
二
条
の
注
釈
」『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル［
第
二
版
］

新
民
事
訴
訟
法
２ 

』
日
本
評
論
社

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年

「
具
体
的
な
裁
判
例
を
素
材
に
し
て
、
基
礎
原
理
を
深
く
掘
り
下
げ
て
理

解
す
る
〈
指
導
教
員
と
学
生
が
共
同
研
究
す
る
“
実
践
応
用
演
習
”
／
民

事
訴
訟
法
〉」
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
研
究
一
号

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年

「
損
害
賠
償
額
の
算
定
基
準
時
」『
民
事
法
２
：
担
保
物
権
・
債
権
総
論
』

「
複
雑
な
訴
訟
」（
角
森
正
雄
氏
と
の
共
著
）『
新
現
代
民
事
訴
訟
法
入
門

（
現
代
法
双
書
）』　

法
律
文
化
社

二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年

「
手
続
間
移
行
」『
講
座
倒
産
の
法
シ
ス
テ
ム
第
４
巻
：
倒
産
手
続
に
お

け
る
新
た
な
問
題
・
特
殊
倒
産
手
続
』

二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年

「
第
二
三
四

－

二
四
二
条
の
注
釈
」『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル［
第
三
版
］

新
民
事
訴
訟
法
２
』
日
本
評
論
社



北法62（6・160）1476

『
条
解
民
事
再
生
法
（
第
二
版
）』
弘
文
堂

二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年

「
金
融
機
関
の
所
持
す
る
文
書
に
対
す
る
文
書
提
出
命
令
［
含　

質
疑
応

答
］」
金
融
法
研
究
二
四
号

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年

「
同
時
審
判
の
申
出
が
あ
る
共
同
訴
訟
」『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
ジ
ュ

リ
ス
ト
増
刊
／
新
・
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
４
）

「
一
部
の
債
権
に
よ
る
相
殺
の
抗
弁
と
判
決
の
効
力
」『
青
山
善
充
先
生

古
稀
祝
賀
論
文
集
・
民
事
手
続
法
学
の
新
た
な
地
平
』
有
斐
閣

二
〇
一
〇
（
平
成
二
三
）
年

「
複
合
的
契
約
の
濫
用
と
強
制
執
行
上
の
問
題
：
第
三
者
異
議
の
訴
え
と

法
人
格
否
認
に
関
す
る
近
時
の
最
高
裁
判
決
を
手
掛
か
り
に
」
北
大
法
学

論
集
六
〇
巻
六
号

【
判
例
研
究
】

一
九
七
二
（
昭
和
四
七
）
年

「
仮
差
押
解
放
金
は
仮
差
押
の
目
的
物
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
民
法
三
〇

四
条
の
適
用
を
受
け
る
か
（
東
京
高
決
昭
和
四
四
・
六
・
二
五
）」
ジ
ュ

リ
ス
ト
五
一
一
号

一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年

「
登
録
意
匠
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
権
利
範
囲
確
認
の
訴
の
適
否
（
最
判

昭
和
四
七
・
七
・
二
〇
）」
法
学
協
会
雑
誌
九
〇
巻
一
一
号

一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年

「Sniadach v. Fam
ily Finace Corp.,395U

.S.337(1969)

―
債
権
者

の
申
立
て
の
み
に
よ
り
、
債
務
者
にnotice

とpriorhearing

を
与
え

る
こ
と
な
く
、
本
訴
のtrial

ま
で
賃
金
が
凍
結
さ
れ
る
ウ
イ
ス
コ
ン
州

のgarnishm
ent

（
債
権
仮
差
押
手
続
）
は
、
合
衆
国
憲
法
第
14
修
正
の

due process clause

に
反
す
る
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
七
四
年
二
号

「
更
生
計
画
変
更
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
手
続
へ
の
補
助
参
加
申
立
を

許
さ
な
か
っ
た
事
例
（
広
島
高
岡
山
支
決
昭
和
四
六
・
四
・
二
六
）」
ジ
ュ

リ
ス
ト
五
六
〇
号

一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
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「
小
切
手
判
決
に
対
す
る
再
審
の
訴
に
お
い
て
、
再
審
事
由
の
審
理
に
証

拠
制
限
を
否
定
し
た
事
例
（
名
古
屋
地
判
昭
和
四
七
・
五
・
六
）」
ジ
ュ

リ
ス
ト
五
八
九
号

「
不
法
に
抹
消
さ
れ
た
強
制
競
売
申
立
の
登
記
の
回
復
登
記
と
登
記
上
利

害
の
関
係
を
有
す
る
第
三
者
の
承
諾
義
務（
最
判
昭
和
三
九
・
七
・
一
〇
）」

法
学
協
会
雑
誌
九
二
巻
八
号

「
控
訴
審
の
終
局
判
決
言
渡
後
判
決
正
本
の
送
達
前
に
訴
訟
当
事
者
が
死

亡
し
訴
訟
手
続
が
中
断
し
た
場
合
に
、
相
手
方
当
事
者
の
受
継
の
申
立
に

基
づ
い
て
受
継
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
新
当
事
者
と
さ
れ
た
者
は
、
終

局
判
決
に
対
す
る
上
告
に
よ
り
受
継
決
定
の
み
の
破
棄
を
求
め
う
る
（
最

判
昭
和
四
八
・
三
・
二
三
）」
法
学
協
会
雑
誌
九
二
巻
九
号

一
九
七
七
（
昭
和
五
二
）
年

「
公
示
催
告
中
の
約
束
手
形
金
債
権
に
対
す
る
仮
差
押
の
執
行
方
法
（
最

判
昭
和
五
一
・
四
・
八
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
六
四
二
号
〔
昭
和
五

一
年
度
重
要
判
例
解
説
〕

一
九
八
二
（
昭
和
五
七
）
年

「
引
受
承
継
の
可
否
（
最
判
昭
和
四
一
・
三
・
二
二
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
七
六
号
〔
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選　

第
二
版
〕

「
同
一
手
形
に
基
づ
く
振
出
人
・
裏
書
人
に
対
し
手
形
金
の
請
求
を
す
る

場
合
に
は
民
訴
法
二
一
条
の
併
合
請
求
の
裁
判
籍
の
適
用
を
受
け
る
が
、

そ
の
適
用
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
り
、
本
件
は
そ
の
限
界
を
超
え
る
と
し

た
事
例
（
名
古
屋
地
決
昭
和
五
五
・
一
〇
・
一
八
）」
判
例
時
報
一
○
三

七
号

一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年

「
白
地
手
形
に
よ
る
手
形
金
請
求
を
棄
却
す
る
判
決
の
既
判
力
（
最
判
昭

和
五
七
・
三
・
三
〇
）」
判
例
時
報
一
〇
六
一
号

「
管
轄
の
合
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
別
訴
の
請
求
異
議
訴
訟
の
係
属
を
理
由

に
民
訴
法
三
一
条
の
移
送
を
認
め
た
事
例
（
東
京
高
決
昭
和
五
八
・
四
・

二
七
）」
判
例
時
報
一
〇
九
一
号

一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年

「
診
療
録
な
ど
に
つ
き
改
ざ
ん
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
証
拠
保
全
の
申

立
て
が
認
容
さ
れ
た
事
例
（
広
島
地
決
昭
和
六
一
・
一
一
・
二
一
）」
判
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例
タ
イ
ム
ズ
六
六
〇
号

一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年

「
相
殺
の
可
否
（
１
）
─
─
条
件
付
債
務
の
条
件
成
就
（
最
判
昭
和
四
七
・

七
・
一
三
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
六
号
〔
新
倒
産
判
例
百
選
〕

一
九
九
二
（
平
成
四
）
年

「
信
義
則
（
３
）
―
―
当
事
者
の
確
定
―
―
（
最
判
昭
和
四
八
・
一
〇
・

二
六
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
号
〔
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅰ
〕

「
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
（
最
判
昭
和
四
八
・
六
・
二
一
）」
別
冊
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
一
五
号
〔
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅱ
〕

一
九
九
三
（
平
成
五
）
年

「（
一
）
訴
状
の
有
効
な
送
達
の
な
い
ま
ま
さ
れ
た
判
決
が
確
定
し
た
場

合
と
民
訴
法
四
二
〇
条
一
項
三
号
の
再
審
事
由
、（
二
）
判
決
正
本
が
有

効
に
送
達
さ
れ
右
判
決
に
対
す
る
控
訴
が
さ
れ
な
く
て
も
民
訴
四
二
〇
条

一
項
た
だ
し
書
の
適
用
が
な
い
場
合
（
最
判
平
成
四
・
九
・
一
〇
）」
民

商
法
雑
誌
一
〇
九
巻
二
号

一
九
九
六
（
平
成
八
）
年

「
境
界
の
全
部
に
接
続
す
る
土
地
部
分
の
時
効
取
得
と
境
界
確
定
の
訴
え

の
当
事
者
適
格
（
最
判
平
成
七
・
三
・
七
）」
判
例
時
報
一
五
五
八
号

「
特
別
受
益
財
産
で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
訴
え
の
利
益
（
最
判
平
成
七
・

三
・
七
）」
法
律
時
報
別
冊
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
三
号

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年

「（
一
）
所
有
権
確
認
判
決
前
の
相
続
に
よ
る
共
有
持
分
権
取
得
と
既
判

力
の
遮
断
効
、（
二
）
一
部
の
共
同
相
続
人
間
に
所
有
権
確
認
判
決
が
あ

る
場
合
の
遺
産
確
認
の
訴
え
の
適
否
（
最
判
平
成
九
・
三
・
一
四
）」
法

律
時
報
別
冊
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
六
号

「
信
義
則
（
３
）
―
―
当
事
者
の
確
定
―
―
（
最
判
昭
和
四
八
・
一
〇
・

二
六
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
号
〔
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅰ
（
新

法
対
応
補
正
版
）〕

「
口
頭
弁
論
終
結
後
の
承
継
人
（
最
判
昭
和
四
八
・
六
・
二
一
）」
別
冊
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
四
六
号
〔
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
新
法
対
応
補
正
版
）〕
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二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年

「
再
抗
弁
に
対
す
る
判
断
の
遺
脱
が
上
告
理
由
と
し
て
の
理
由
不
備
に
当

た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
最
判
平
成
一
一
・
六
・
二
九
）」
判
例
時
報

一
七
〇
九
号

二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年

「（
一
）
民
訴
法
二
二
〇
条
三
号
後
段
の
文
書
に
は
、
文
書
の
所
持
者
が

専
ら
自
己
使
用
の
た
め
に
作
成
し
た
内
部
文
書
は
含
ま
れ
な
い
、（
二
）

教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
作
成
の
、
検
定
申
請
の
あ
っ
た
教
科
用
図

書
の
判
定
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及
び
文
部
大
臣
に
対
す
る
報
告
書
は
民

訴
法
二
二
〇
条
三
号
後
段
の
文
書
に
当
た
ら
な
い
（
最
決
平
成
一
二
・
三
・

一
〇
）」
判
例
時
報
一
七
三
四
号

「
西
淀
川
大
気
汚
染
公
害
訴
訟
（
第
二
〜
四
次
）
と
抽
象
的
差
止
請
求
の

適
否
（
大
阪
地
判
平
成
七
・
七
・
五
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六
二
号

「
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
と
権
利
能
力
の
な
い
社
団
」
金
融
・
商
事
判
例
別
冊
［
ゴ

ル
フ
法
判
例
七
二
］

「
い
わ
ゆ
る
具
体
的
相
続
分
の
価
額
ま
た
は
割
合
の
確
認
を
求
め
る
訴
え

の
適
否
（
最
判
平
成
一
二
・
二
・
二
四
）」
法
律
時
報
別
冊
私
法
判
例
リ
マ
ー

ク
ス
二
二
号

二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年

「
破
産
管
財
人
の
第
三
者
性
（
１
）
─
─
建
物
保
護
法
一
条
の
第
三
者
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
三
号
〔
倒
産
判
例
百
選　

第
三
版
〕

「
相
殺
の
可
否
（
１
）
─
─
条
件
付
債
務
の
条
件
成
就
（
最
判
昭
和
四
七
・

七
・
一
三
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
三
号
〔
倒
産
判
例
百
選　

第
三
版
〕

二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年

「
信
義
則
に
よ
る
後
訴
の
遮
断
（
最
判
昭
和
五
一
・
九
・
三
〇
）」
別
冊
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
六
九
号
〔
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選　

第
三
版
〕

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年

「
手
形
不
渡
等
を
停
止
条
件
と
す
る
債
権
譲
渡
契
約
が
対
抗
要
件
否
認
の

対
象
と
は
な
ら
な
い
が
、
故
意
否
認
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ
た
事
例
（
東

京
高
判
平
成
一
四
・
一
一
・
一
九
）」
判
例
時
報
一
八
六
四
号

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
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「
不
執
行
の
合
意
（
最
判
平
成
五
・
一
一
・
一
一
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
七
七
号
〔
民
事
執
行
・
保
全
判
例
百
選
〕

二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年

「
災
害
調
査
復
命
書
と
文
書
提
出
義
務（
最
決
平
成
一
七
・
一
〇
・
一
四
）」

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
一
三
号
〔
平
成
一
七
年
度
重
要
判
例
解
説
〕

「
権
利
自
白
の
拘
束
力
（
最
判
昭
和
四
二
・
一
一
・
一
六
）」
ジ
ュ
リ
ス

ト
増
刊
［
判
例
か
ら
学
ぶ
］
民
事
事
実
認
定

「
破
産
管
財
人
の
第
三
者
性
（
１
）：
建
物
保
護
法
一
条
の
第
三
者
（
最

判
昭
和
四
八
・
二
・
一
六
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
四
号
〔
倒
産
判
例

百
選　

第
四
版
〕

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年

「
証
言
拒
絶
事
由（
１
）　

―
公
務
秘
密（
最
判
平
成
一
七
・
一
〇
・
一
四
）」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
一
号
〔
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選　

第
四
版
〕

【
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
】

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年

「
転
換
期
の
民
法
学　

方
法
と
課
題
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
私
法
六
〇
号

二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年

「
学
説
と
実
務
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
観
念
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
民
事

訴
訟
雑
誌
四
六
号

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年

「
現
代
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
官
お
よ
び
弁
護
士
の
多
重
的
な
役
割

と
そ
の
相
互
関
係
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
民
事
訴
訟
雑
誌
五
〇
号

二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年

「
民
事
訴
訟
の
当
事
者
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
民
事
訴
訟
雑
誌
五
一
号

「
鈴
木
民
法
学
の
六
〇
年
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
北
大
法
学
論
集
五
五
巻

六
号

二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年

「
上
訴
の
理
論
的
再
検
討
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
民
事
訴
訟
雑
誌
五
三
号

二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
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「
民
事
裁
判
に
お
け
る
情
報
の
開
示
・
保
護
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
民
事

訴
訟
雑
誌
五
四
号

二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年

「
倒
産
法
と
契
約
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
民
事
訴
訟
雑
誌
五
六
号

【
書
評
そ
の
他
】

一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年

「
小
山
昇
教
授
の
経
歴
と
業
績
」
北
大
法
学
論
集
三
一
巻
三
・
四
号
下

一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年

（
紹
介
）「R

aym
ond T

.N
im

m
er,E

xecutory C
ontracts in 

B
ankruptcy

―Protecting the F
undam

ental T
erm

s of the 

Bargain(54 Colo L.Rev.,1983)

」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
八
五
年
二
号

（
ブ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
）「
民
事
訴
訟
法
改
正
研
究
会
著
『
改
正
民
事
訴

訟
法
研
究
１
』」　

判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
八
七
二
号

（
書
評
）
福
永
有
利
・
井
上
治
典
著
『
民
事
の
訴
訟
―
―
あ
る
事
件
の
発

生
か
ら
解
決
ま
で
』
法
学
教
室
八
五
号

（
書
評
）
井
上
治
典
著
『
多
数
当
事
者
の
訴
訟
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
三

号
る
。


